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電気事故防止：発火につながる危険なタコ足配線は NG。

　お問合せ　　　　　　　　　　東峰村役場宝珠山庁舎　総合窓口　保健福祉課（電話：72-2311）

　

予約制
◎ 期　　日　　平成 29 年 10 月 17 日（火）

◎ 会　　場　　朝倉市総合市民センター（ピーポート甘木）

◎ 受付時間　　９時 30 分～ 11 時 00 分

　　　　　　   12 時 30 分～ 14 時 00 分

　　　　　        （診察開始時間）10 時 00 分～

＊ 12時～ 13時は、診察は行いません。
＊予約人数が 20名以下の場合は、午前中で終了します。

◎ 相談内容

　１　肢体不自由の補装具費の新規支給、再支給、修理の要否判定、処方等。

　※事前に役場保健福祉課まで連絡をいただき、予約が必要となります。

　

　ただし、電動車椅子、座位保持装置、重度障害者用意思伝達装置については相談のみで、判定は行

　いません。

　２　その他

　　（1）診察・相談等の担当

　　①肢体不自由の担当医師（整形外科医師又はリハビリテーション科医師）

　　②市町村、更生相談所

　　（2）持参するもの（障害者の方ご自身が必ず来場してください。）
　　①印鑑

　　②身体障害者手帳

　　③補装具費再支給の場合は、前回支給の補装具

　　④補装具修理の場合は、修理が必要な補装具

　※相談をご希望の方は、必ず予約が必要となりますので 10月 2日（月）までに下記連絡先まで
　お電話をお願いします。

巡回相談では、身体障害者手帳の診断書作成は行いませんので、手帳を希望する方は、県が

指定した最寄りの指定医師がおられる病院等で作成してもらってください。

◆身体障害者巡回相談のお知らせ保健福祉課

　お問合せ　　　　　　　　　　　　　　　東峰村役場宝珠山庁舎　企画政策課（電話：72-2311）

　企画政策課 ◆第 3回英彦山修験道トレイル中止のお知らせ

　平成 29 年 10 月 1 日（日）に開催を予定しておりました第 3 回英彦山修験道トレイル in 東峰村は、

主催者と協議した結果、安全面に配慮して中止することに決定しました。

　つきましては、ご理解、ご了承くださいますようお願い申し上げます。



12
電気事故防止：濡れた手で電気製品に触れると危険。感電死することがあり危険です。

　
総 務 課
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電気事故防止：プラグを抜くときはコードを引っ張らないで。電線が切れ、事故の原因になります。
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　お問合せ　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 　東峰村役場小石原庁舎　住民税務課（電話：74-2311）

住民税務課 ◆甘木・朝倉・三井環境施設組合
「サン・ポート」の受入品目及び処理手数料の改定について

　

３．その他
・他のごみ（一般廃棄物）とは混載しないで下さい。
・ブロック・スレート等７品目の搬入に際しては、事前に村でごみ（一般廃棄物）の確認・チェック
　を行い、「搬入許可証」を発行します。搬入許可証を持参のうえサンポートに搬入して下さい。
・スレート、石膏ボードはビニールで二重に包み飛散防止に努めてください。搬入量は１日当たり
　40 Ｌ程度の市販の袋２袋までです。
・ブロック、コンクリート、タイル、レンガ、瓦の搬入量は１日当たり軽トラ１台分までです。

※その他、ご不明な点がありましたら住民税務課環境衛生係（74-2311）までお問い合わせください。

２．平成 29年度中の料金改定の予定について
今回、処理費用に見合った適切な受益者負担と、周辺自治体との料金水準の均衡を図るために、
平成 29 年 10 月１日から次のとおり料金を改定します。

区　分
処理手数料額

改定時期
既存単価 新規単価 値上げ幅

家庭系一般廃棄物   50 円／ 10㎏ 150 円／ 10㎏ 100 円増 Ｈ 29.10.1

事業系一般廃棄物 150 円／ 10㎏ 150 円／ 10㎏ － －

１．ブロック・スレート等７品目に係る受入品目と手数料の改定
今回サンポートでは直接搬入の受入品目の追加と手数料の改定を行いました。

●受入品目 新たに追加する受入品目は、ブロック、コンクリート、タイル、
レンガ、瓦、スレート、石膏ボードの７品目

●受入開始時期 平成 29 年４月１日から

●処理手数料 150 円／ 10㎏（新規）

電気事故防止：素人の電気工事は危険。感電や電気火災の原因になります。専門家に任せましょう。
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